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学校給食における食物アレルギーの対応について

本校では、全ての児童生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、食物アレルギーの対応

に取り組んでいます。学校生活において配慮や管理を希望する場合は、食物アレルギーの対応内容

をご確認の上、必要書類を学校に提出してください。

１ 食物アレルギー対応における対象者の基準

すべての項目に該当する方が対象となります。

◇ 「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」が提出されていること

◇ 医師の診断のもと原因食物が特定され、家庭でも除去対応を行っていること

◇ 医師の指示により学校における配慮や管理が必要とされていること

２ 食物アレルギー対応の内容

◇ 給食の原材料を記した「詳細献立表」の配布

◇ 原因食物を含む料理を食べない

◇ 弁当持参（完全または一部）

◇ ○、○の除去食対応

◇ ○、○の代替食対応

＊ 安全性の確保のため、原因食物の完全除去対応（提供するかしないかの二者択一）を原則と

します。料理から原因食物を取り除いて食べることはできません。

＊ 児童生徒の状況等により食物アレルギー対応が実施できない場合があります。この場合、家

庭から弁当を持参していただくこともありますので、ご協力をお願いします。

＊ 食物アレルギー対応を申し込まれた場合でも、給食費は変わりません。ただし、年間を通し

て学校給食の飲用牛乳やパンを停止する場合は、届出書の提出により減額します。

調理場ごとで対応可能な状況が異なる

ため、対応不可な項目については、各学校

で削除してください。

また、○の部分については、調理場ごと

で対応可能な品目を各学校で記載してく

ださい。

様式２



３ 食物アレルギー対応開始までの流れ

食物アレルギー疾患「有」の場合

＊ 病状等に変化があった場合や主治医の指示が変わった場合は、その都度、担任または養護

教諭に連絡してください。

＊ 上記の②～⑥については、毎年実施します。配慮や管理が必要な間は、原則として内容が同

じでも毎年新しい「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」を提出してください。定期的

に受診されている場合は、受診される前に「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」をお

渡ししますので、受診前にお知らせください。

＊ 病状が改善し、除去していたものを解除する場合は、「除去解除申請書（様式１４）」の提

出が必要となりますので、学校に連絡してください。

① アレルギー疾患調査（入学・転入時のみ）

② 必要書類の配布（学校⇒保護者）

・「学校給食における食物アレルギーの対応について（様式２）」※本紙

・「食物アレルギー対応申請書（様式３）」…保護者記入

・「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）（様式５）」…主治医記入、保護者署名

・「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）の記入について（様式６）」

・「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）活用のしおり～主治医用～（様式７）」

③ 医療機関の受診

健康保険証と様式５～７を持参の上、病院を受診し、医師に「学校生活管理指導表（アレル

ギー疾患用）（様式５）」を記入してもらってください。

※ 令和４年４月から保険適応の対象になりました。文書料については、受診する医療機関

に確認してください。

④ 必要書類の提出（保護者⇒学校） ★提出期限：○月○日（○）

・「食物アレルギー対応申請書（様式３）」…保護者記入

・「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）（様式５）」…主治医記入、保護者署名

※ 記載された内容については、学校の全教職員及び関係機関等で共有しますので、「学校生

活管理指導表（アレルギー疾患用）」の裏面下部に保護者の署名をしてください。

⑤ 対応内容について検討（学校・保護者）

提出書類をもとに、必要に応じて面談を行い、対応を検討します。

⑥ 対応内容の決定（学校⇒保護者）

決定した対応内容を「食物アレルギー対応決定通知書（様式１０）」により通知します。


